
1　 均 等 割 の 税 率
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       ご不明な点がありましたら、一宮市財務部市民税課へお問い合わせください。　 電話　（0586）28-9150（直通）
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※均等割額の月数は、１月に満たない端数は切り捨てます。ただし、存在月数が１月に満たない場合は１月とします（３ヶ月と１０日→３ヶ月、２０日→１ヶ月）。

2 　法 人 税 割 の 税 率
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平成26年10月1日から令和元年9月30日
ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 は
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  均   等   割   額   の   早   見   表

基礎税率
月　数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

　１０億円超５０億円以下（５０億円を含みます）    ５０人超 １，７５０，０００円　

　５０億円超    ５０人超 ３，０００，０００円　

※2：①申告納付義務のある公共法人、公益法人等、人格のない社
団等②保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又
は出資金の額を有しないもの　１億円超１０億円以下（１０億円を含みます）    ５０人超 ４００，０００円　

　１０億円超 　 ５０人以下 ４１０，０００円　

　千万円超１億円以下（１億円を含みます） 　 ５０人超 １５０，０００円　

　１億円超１０億円以下（１０億円を含みます） 　 ５０人以下 １６０，０００円　

　 ５０人以下 ５０，０００円　

　千万円以下（千万円を含みます） 　 ５０人超 １２０，０００円　

　千万円超１億円以下（１億円を含みます） 　 ５０人以下 １３０，０００円　

１  ０  ０

法　人　市　民　税　（ 一　 宮　 市 ）

税率区分の算定基準となる資本金等の額　※1 一宮市分の従業者数 均等割額(年額） ※1：資本金等の額とは法人税法第2条第16号に規定する資本金
等の額、又は同条17号に規定する連結個別資本金等の額（保険業
法に規定する相互会社にあっては純資産額）をいいます。ただし、
平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、
無償減資等による欠損塡補を行った金額を調整した金額となりま
す。また、調整後の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合
算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金及び資本準備金
の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。

　下記に掲げる法人以外の法人等　※2 ５０，０００円　

　千万円以下（千万円を含みます）


